
19.3

61.1

12.2

4.1 3.3
従業員規模

10人以下

11人～50人

51人～100人

101人～200人

201人以上

4.2

45.3

27.5

16.2

5.1

1.7
資本金

1,000万円未満

1,000万以上3,000万円未満

3,000万以上5,000万円未満

5,000万以上１億円未満

１億以上10億円未満

10億円以上

17.0

14.3

17.123.7

27.8

完工高に占める官公庁発注工事の割合

30％未満

30％以上50％未満

50％以上70％未満

70％以上90％未満

90％以上

43.6

19.6

28.3

4.0 2.0 2.5

前年度完工高

5億円未満

5億以上10億円未満

10億以上50億円未満

50億以上100億円未満

100億以上200億円未満

200億円以上

（1.8）

62.0

34.4

23.7

11.6

6.8

6.6

1.8

4.0

5.7

43.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般土木

建築

都道府県等級（本社所在地）

S・A B C D 該当なし

5.1

2.8

10.8

6.3

37.7

18.2

13.2

16.3

33.2

56.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般土木

建築

国土交通省等級（本社所在地の地方整備局）

A B C D 該当なし

働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果①
本会で策定した「働き方改革行動憲章」を、より一層具体化するため「今後の働き方改革の取組について」を平成30年３月に機関決定し、各都道府県建設業協会を通じ会員企業に周知を図っている。本会では、
今後、働き方改革への取組を推進する上で、会員企業の実情や働き方改革への取組状況等を把握し、目指すべき方向性等を探ることを目的として、10月からのブロック会議や今後の施策展開に活用すべく「働
き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査」を実施した。

調査対象：各都道府県建設業協会会員企業 回答社数：3,146社（回答率17.0％）
調査時期：令和5年7月１日現在の状況 事業内容：土木2,006社、建築399社、土木建築672社、その他69社

（※（ ）は前年度）

（1.3）
（4.4）

（4.1）

（47.7）

（27.7）

（14.8） （29.9）

（25.5） （15.7）

（13.4）

（15.5）

（2.9）

（58.6）

（9.8） （25.2）

（3.5）
（7.2）

（6.3）

（14.2）

（17.0）

（55.4）

（1.6）

（19.4）

（26.2）

（3.6）

（47.4）

1

59.6

12.6

15.7

6.8
5.3

職員の職種

技術者

技能者

事務職員

営業職員

その他職員

（56.6）

（13.3）

（15.5）

（8.7）
（5.9）



61.1
23.4

11.6

3.3 0.5

（現場平均）

（0.9）

（51.5）

（28.0）

（15.1）

（4.6）

53.4
27.8

13.5
4.4 0.9

（現場技術者）

73.2

16.9

7.8

1.5 0.6
（現場技能者）

82.6

12.2

2.8 2.4

社会保険加入促進対策について
（直接契約する下請けに対するもの）

取り組んでいる
取組を検討している
知ってはいるが取り組む予定はない
知らない

34.9

41.3

14.0

9.8

国土交通省と建設4団体との技能労働者の賃

上げに関する申し合わせ事項の実施状況

取り組んでいる

取組を検討している

知ってはいるが取り組む予定はない

知らない

（37.2）

（39.2）

（12.0）

（11.5）

3.3 5.3

35.6

13.4

42.4

「スマイルライフ企業」の実施状況

既に導入している

取り組んでいる

取組を検討している

知ってはいるが取り組む予定はない

知らない

（3.7）

（29.3）

（12.6）

（52.2）

（2.1）8.1

17.1

39.4

13.3

22.2

「目指せ週休２日＋３６０時間

運動」の実施状況

既に導入している

取り組んでいる

取組を検討している

知ってはいるが取り組む予定はない

知らない

働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果②

月当たりの平均残業時間数について 現場、事務所共に平均では、「15時間未満」が多くを占めたが、技術者では、現場で53.4％、事務所で51.5％となっている反面、技
能者は73.2％、事務職員は85.6％と、いずれも技術者の労働時間数が長くなっている。

（1.7）

（87.4）

（9.4）

（1.5）

働き方改革の取組について 令和3年度よりスタートした「目指せ週休２日＋３６０時間運動」については、「既に導入している」「取り組んでいる」「取組を検討している」を合
わせると64.6％となり、高い関心が寄せられている。また、国土交通省と建設４団体との技能労働者の賃上げに関する申し合わせ事項につい
ては、「取り組んでいる」「取組を検討している」を合わせると８割弱（76.2％）となり、企業への周知が進んでいる。

（13.2）

（33.7）

（14.7）

（32.5）

（5.9）

88.2

8.4

3.0

0.3
0.1

（事務所平均）

（3.3）

（10.7）

（85.6）
51.5

28.0

15.1

4.6 0.9

（事務所技術者）

85.6

10.7

3.3 0.3
0.1

（事務職員）

15時間未満

15時間以上30時間未満

30時間以上45時間未満

45時間以上60時間未満

60時間以上



働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果③
時間外労働の課題と対策について 時間外労働が長くなる理由については現場・事務所ともに「作成する書類が多いため」が最多となり、続いて「人員が不足しているた

め」となっている。労働時間を短くするための取組は、現場では「週休２日モデル工事」が最多、事務所では「定時退社の呼びかけ」が
最多となった。

3

71.9

67.7

33.7

32.6

26.7

13.3

8.4

2.9

8.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

作成する書類が多すぎるため

人員が不足しているため

設計変更等発注者からの予期せぬ要望が多いため

施工時期の平準化が進んでいないため

工期設定が短すぎるため

現場のICTが進んでいないため

手待ち時間が多すぎるため

長時間労働が美徳とされているため

その他

時間外労働が多くなる理由（現場）

63.7

40.7

17.7

17.6

9.4

1.9

14.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

作成する書類が多すぎるため

人員が不足しているため

施工時期の平準化が進んでいないため

DX化が進んでいないため

工期設定が短すぎるため

長時間労働が美徳とされているため

その他

時間外労働が多くなる理由（事務所）

46.3

40.9

39.4

36.6

36.3

31.8

29.1

22.4

21.1

16.5

9.2

6.9

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

週休２日モデル工事

経営トップによる声かけ

定時退社の呼びかけ

労働時間の適正管理

業務効率の向上

休日出勤の禁止・抑制

ICTの導入

ノー残業デーの導入

深夜残業の禁止・抑制

統一土曜閉所への参加

建設ディレクター等分業化（バックオフィスの充実）

特に取り組んでいるものはない

その他

労働時間を短くするための取組（現場）

44.4

43.0

38.1

28.8

24.6

18.4

14.1

4.9

1.9

17.1

1.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

定時退社の呼びかけ

業務効率の向上

経営トップによる声かけ

休日出勤の禁止・抑制

ノー残業デーの導入

深夜残業の禁止・抑制

DX化の促進

テレワークの導入

朝型勤務の導入

特に取り組んでいるものはない

その他

労働時間を短くするための取組（事務所）



働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果④

4

50.1
42.7

7.2

36協定の締結状況

一般条項のみ締結
特別条項についても締結
締結をしていない

（10.2）

（55.9）
（33.9）

34.2

46.7

7.7

7.2

26.7

28.8

7.2

4.2

17.6

10.3

6.5

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現場

事務所

現在締結している36協定における

１年間に延長することができる時間数

～160時間 161～260時間 261～360時間 361～540時間 541～720時間 721時間～

20.1

69.6

10.3

働き方改革実行計画の決定日（平成29

年3月28日）以降1年間に延長できる時

間の変更について

短くした
変わらない
今後短くする予定

（14.9）

（74.8）

（10.3）

休日の状況について 週休日の実施状況については、現場で「概ね4週８休」が29.9％となり昨年から7.8ポイントの増加となった。年間休日日数についても、現場において
101日以上が、50.5％となり、9.3ポイントの増加となった。

1.7 5.0

30.8

41.9

20.6

会社で定めた年間休日

70日以下

71日以上85日以下

86日以上100日以下

101日以上115日以下

116日以上

（1.9）

4.0

2.1

8.5

2.9

42.5

25.1

15.1

11.6

29.9

58.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現場

事務所

週休日の実施状況

概ね４週４休以下 概ね４週５休 概ね４週６休

概ね４週７休 概ね４週８休

（3.5）（11.7） （47.1） （15.6） （22.1）

（2.8）

（1.5）
（28.0） （13.1） （54.6）

7.5

6.1

8.6

3.1

33.4

19.2

34.5

35.3

16.0

36.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現場

事務所

年間休日日数

70日以下 71日以上85日以下 86日以上100日以下

101日以上115日以下 116日以上

（5.1）（12.0） （41.7） （30.9） （10.3）

（3.6）（3.8）（23.5） （35.8） （33.3）

３６協定の締結状況について ３６協定の締結状況については、「一般条項のみ締結」「特別条項についても締結」を合わせ９割強の企業が締結していた。現在締結してい
る３６協定における１年間の延長することができる時間数は現場・事務所ともに、「１６０時間未満」が最多で、現場の約7割で360時間以下
だった。

（9.0）

（36.1）

（38.8）

（14.2）



働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果⑤

休日取得に向けた取組について 4週８休に向けての取組については、「施行の効率化」が最多となり、「職員の意識向上」が続いた。有給休暇取得促進に向けての取組に
ついては、「計画的な所得・付与」が最多となり、「半日・時間単位の付与」が続いた。

5

62.5

57.7

42.3

30.6

28.2

24.2

6.5

1.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

計画的な取得・付与

半日・時間単位の付与

経営トップによる声掛け

取得状況の見える化

リフレッシュ休暇の活用

プラスワン休暇の活用

その他

特に取組んでいるものはない

有給休暇取得促進に向けての取組
（複数回答可）

（57.8）

（56.6）

（45.3）

（29.5）

（29.7）

（21.3）

（1.5）

（7.8）

50.0

48.8

24.3

18.7

14.0

11.1

1.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

施工の効率化

職員の意識向上

ＩＣＴ等のイノベーションの活用

職員の能力向上

（研修、リカレント教育の実施）

下請企業への週休２日（４週８休）

での見積もり依頼

日給月給制から月給制への移行

その他

４週８休に向けての取組
（複数回答可）



23.6

42.8

9.4

0.0

24.2

下請企業における技能労働者の賃上げの程度
（直近1年間で下請と契約する際の労務単価を引き上げた企業、

または、今後引き上げる予定の企業）

５％以上引き上げた（引き上げる）

５％未満引き上げた（引き上げる）

引き上げない（前年と同じ）

引き下げた（引き下げる）

知らない

（ｎ＝2,512）

63.1

12.0

25.0

0.0

直近1年間で下請と契約する際の労務単価

引き上げた

前年に引き上げたため引き上げは行っていない

引き上げは行っていない

引き下げた

44.4

4.6

37.5

1.3 11.3

0.1

0.4 0.2 0.1

直近1年間での職員の賃金

基本給のみを引き上げた
一時金のみを引き上げた
基本給・一時金とも引き上げた
基本給を引き上げたが、一時金は引き下げた
引き上げは行っていない
基本給のみを引き下げた
一時金のみを引き下げた
基本給・一時金とも引き下げた
基本給を引き下げたが、一時金は引き上げた

82.6

52.0

85.1

89.9

10.7

35.2

11.0

8.1

6.4

12.2

3.3

1.7

0.3

0.6

0.6

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術者

技能労働者

事務職

営業職

職員の賃金の支払い基準

月給制
日給月給制
職位等により、月給・日給月給制を併用
その他

働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果⑥

賃金の支払い状況について 直用の技能者労働者の賃上げについては、8割以上の企業が「引き上げた（引き上げる）」と回答した。

（80.2） （12.9）（6.7）（0.3）

（45.6） （38.0） （12.9）（3.4）

（82.2） （12.7）（3.9）（1.2）

（85.3） （10.6）（2.2）（1.9）

（0.1）

（54.8）

（11.7）

（33.5）

6

25.5

56.4

17.9

0.2

会員企業における技能労働者の賃上げ

５％以上引き上げた（引き上げる）

５％未満引き上げた（引き上げる）

引き上げない（前年と同じ）

引き下げた（引き下げる）



75.3

24.7

育児休業の利用実績
（直近1年間に在職中に出産した女性職員または配偶者が出産した職員のいる企業）

利用実績はある

利用実績はない

33.1

3.7

50.2

4.4
8.6

採用女性職員の職種

女性技術者

女性技能者

女性事務職員

女性営業職員

女性その他職員

18.2

8.7

0.9

12.8

2.3

8.6

3.2

0.4

7.4

1.6

73.2

88.1

98.7

79.8

96.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職員数

技術者

技能労働者

事務職員

営業職員

職種別女性職員の増減状況

増加した企業 減少した企業 増減のない企業

（1.8）

33.7

24.4

16.2

14.4

6.5

29.1

25.6

16.5

8.7

6.1

37.2

50.1

67.3

76.9

87.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職員数

技術者

技能労働者

事務職員

営業職員

職種別職員の増減状況

増加した企業 減少した企業 増減のない企業

78.3

21.7

採用した職員の男女比

男性

女性

68.8

31.2

職員の採用状況

採用した

採用していない

25.7

2.1

62.4

4.5 5.2

女性職員の職種

技術者

技能者

事務職員

営業職員

その他職員

働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果⑦

女性職員の状況について 職種別女性職員の増減状況については、いずれも増加が減少を上回っており、女性職員の増勢が続いている。採用女性職員の職種につ
いては、技術者が33.1％、事務職員が50.2％、離職女性職員の職種については、技術者が25.2％、事務職員が57.4％となっている。

（23.2）

（2.8）

（64.6）

（5.9）（4.7）

（65.6）

（34.4）
（19.3）

（80.7）

（34.5）

（31.2）

（24.0）

（18.0）

（10.6）（9.2）

（27.7）

（27.9）

（22.5）

（11.4）

（37.7）

（40.9）

（53.5）

（70.6）

（80.1）

（17.0）

（10.6）

（15.3）

（2.8）

（8.2）

（4.2）

（1.8）

（9.5）

（2.9）

（74.9）

（85.1）

（95.5）

（75.2）

（95.4）

（32.9）

（4.2）

（47.2）

（7.4）
（8.3）

（20.9）

（4.3）

（59.1）

（7.7）
（8.0）

7

25.2

3.5

57.4

5.1
8.7

離職女性職員の職種

女性技術者

女性技能者

女性事務職員

女性営業職員

女性その他職員

（ｎ＝644）



71.4
54.4

40.8
38.7

25.5
12.3
11.8
11.6

4.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

日本語能力の充実

受入体制の整備

安全・衛生教育

技能・技術力の向上

賃金

制度・法整備

日本人労働者の雇用機会の喪失

特に課題はない

その他

特定技能外国人の適正な就労に向けての課題
（複数回答可）

働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果⑧

外国人材の活用の状況について 外国人労働者の雇用状況については、外国人技能実習生を雇用している企業が最も多く8.6％となった。特定技能1号、特定技能2号の
活用の活用意向については、「活用している」と「活用したいと考えている」を併せると18.9％となった。

14.5

28.2

17.9
0.9

0.9

37.6

特定技能に係る業務区分の再編（令和5年4月）

について

使い勝手がよくなった

やや使い勝手がよくなった

不変（と思う）

やや使い勝手が悪くなった

使い勝手が悪くなった

わからない

5.3

13.6

45.7

35.4

特定技能1号、特定技能2号の活用意向

活用している

活用したいと考えている

活用するつもりはない

わからない

（3.8）

（15.2）

（42.8）

（38.2）

8.6

11.4

49.0

31.0

外国人技能実習生の活用意向

活用している

活用したいと考えている

活用するつもりはない

わからない

73.6
54.3

41.3
41.1

26.1
12.1
11.0
11.7

3.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

日本語能力の充実
受入体制の整備

技能・技術力の向上
安全・衛生教育

賃金
制度・法整備

日本人労働者の雇用機会の喪失
特に課題はない

その他

外国人技能実習生の適正な就労に向けての課題
（複数回答可）

8.6

3.2

0.9

4.7

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

外国人技能実習生を雇用している

「特定技能１号」労働者を雇用している

「特定技能２号」労働者を雇用している

「技術・人文知識・国際業務」労働者を雇用し

ている

外国人労働者の雇用状況（複数回答可）



63.0

1.7

18.3

17.1

建設キャリアアップシステム

事業者登録状況

事業者登録している

事業者登録申請中

事業者登録にむけて検討中

事業者登録をする予定はない

30.3

26.9

42.7

雇用している技能労働者の

建設キャリアアップシステム技能者登録状況

全員登録している

一部登録している

登録していない

（17.5）

（56.0）

60.2

53.2

47.6

47.2

43.0

20.0

15.2

11.1

3.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

経営事項審査への加点

工事成績評価の加点

申請の簡略化

総合評価への加点

技能者・事業者登録料、

設備費(PC、カードリーダー)等の費用削減

公共工事の積算に技能者の

カードのレベルに応じた賃金経費を計上

推奨モデル工事の実施

ＣＣＵＳを使うことによる現場管理のメリットを付ける

その他

建設キャリアアップシステムの普及に向けて

有効だと思われる加入対策（複数回答可）

（55.4）

（44.3）

（46.5）

（44.3）

（38.4）

（15.7）

（11.3）

（6.1）

（3.0）

69.4

20.2

4.3

4.2

1.8

3.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

活用していない

カードタッチを現場管理に活用している

カードタッチを建退共の電子申請に活用している

自社の技能者に対し、

カードレベルに応じて給与等を優遇している

下請企業に対し、カードレベルに応じた

労務単価を見込んで下請代金を払っている

その他

建設キャリアアップシステムの活用状況
（事業者登録企業、複数回答可）

（15.9）

（2.9）

（4.4）

（1.9）

（4.3）

17.3

9.6

10.7

16.5

45.9

就業履歴を蓄積できる体制

（事業者登録企業）

80％以上の現場で就業履歴を蓄積できる
50％以上79％以下の現場で就業履歴を蓄積できる
20％以上49％以下の現場で就業履歴を蓄積できる
19％以下の現場で就業履歴を蓄積できる
就業履歴を蓄積できる現場はない

働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果⑨

建設キャリアアップシステムについて① 建設キャリアアップシステムの事業者登録状況については、6割強の企業が「事業者登録している」と回答し、昨年より12.4ポイン
ト上昇した。また、技能者登録についても、「全員登録している」「一部登録している」が5割強となり、昨年から22.5ポイント上昇した。
このように建設キャリアアップシステムが普及している反面で、建設キャリアアップシステムの活用状況については、約7割の企業
で「活用していない」と回答している。

（50.6）

（2.3）

（17.6）

（17.2）

9

（70.8）

（ｎ＝1,981）

（ｎ＝1,981）



53.0

43.5

37.0

33.6

24.0

6.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

CCUSに登録しなくても工事の受注に影響がないため

登録のための実務手続きが煩雑なため

登録しても現場管理の効率化につながらないため

登録料、カードリーダー等費用が高いため

CCUSに登録しなくても下請工事の発注に影響がない

ため

その他

建設キャリアアップシステムに登録しない理由
（事業者登録する予定のない企業、複数回答可）

働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果⑩
建設キャリアアップシステムについて② 建設キャリアアップシステムに登録した理由は「インセンティブがあるため」が最も多く、約半数であるが、本来の目的である「技能

労働者の処遇改善・担い手確保に繋がる」「現場管理の効率化のため」はそれぞれ約2割となっている。技能者登録をしない理由
は「登録のための実務手続きが煩雑なため」が最も多く、43.6％となっていると共に、技能者登録の課題についても、「登録申請に
経費と手間が掛かる」となっている。

10

52.0

41.7

31.5

21.4

20.3

8.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

インセンティブ（工事成績評定の加点等）があるた

め

受注機会を得たかったから

ＣＣＵＳの普及に協力したいため

技能労働者の処遇改善・担い手確保に繋がる

現場管理の効率化のため

その他

建設キャリアアップシステムに登録した理由
（事業者登録企業、事業者登録申請中企業複数回答可）

（52.2）

（43.8）

（27.4）

（22.0）

（9.7）

43.6

33.2

32.4

29.0

26.1

21.7

8.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

登録のための実務手続きが煩雑なため

CCUSに登録しなくても工事の受注に影響がないため

登録料、カードリーダー等費用が高いため

登録しても現場管理の効率化につながらないため

登録を希望する技能者がいないため

登録しても技能者にメリットがないため

その他

技能者登録をしない理由（技能者登録していない企業、複数回答可）

60.1

49.9

35.5

3.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

登録申請に経費と手間がかかる

CCUSを活用している現場が少ないため、利用機会が

少ない

登録するメリットがない

その他

技能者登録の課題（複数回答可）

21.1

7.3

6.6

1.7

0.8

72.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

カードタッチの呼びかけ

説明会の実施

カードタッチの必要性を訴えるリーフレットの配布

カードタッチをしない技能者の入場を認めない

その他

特に取り組んでいるものはない

下請企業の技能者に対するカードタッチ促進対策の内容

（複数回答可）

60.6

40.5

22.8

10.8

4.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

カードタッチができる現場が少ない

何のためにカードタッチするのかわからない（メ

リットがわからない）

スマホ等の簡単なタッチ方法がない

カードタッチの呼びかけが足りない

その他

カードタッチを進める上での課題

（複数回答可）

（60.9）

（50.3）

（30.6）

（4.3）

（58.3）

（33.7）

（20.8）

（9.3）

（4.5）

（28.3）

（ｎ＝1,085）

（ｎ＝2,033）
（ｎ＝538）



79.2

22.4

18.8

12.0

8.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

証紙貼付方式での対応に慣れているから

電子申請方式のやり方が分からないから

日報を参照しながら、建退共の就労実績報告作成ツールに反映す

ること等が二度手間だと感じるから

CCUSの就業履歴データを参照しながら、建退共の就労実績報告作

成ツールに反映すること等が手間だと感じるから

その他

建退共制度電子申請方式を使用しない理由

（建退共制度電子申請方式を使用していない企業、複数回答可）

11.6

88.4

建退共制度電子申請方式の使用状況

使用している

使用していない

66.8

22.5

14.6

4.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

CCUSの情報は参照せずに、日報等の情報を基に、建

退共の就労実績報告作成ツールに手入力

CCUSの就業履歴データを参照しながら、建退共の就

労実績報告作成ツールに手入力

CCUSの就業履歴データを抽出し、建退共の就労実績

報告作成ツールに反映

その他

建退共電子申請の利用について

（建退共制度電子申請方式を使用している企業、複数回答可）

働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果⑪

建設キャリアアップシステムについて③ 建退共制度電子申請方式の使用状況については、「使用している」との回答が11.6％に止まったものの、昨年よりも5.4ポイント上
昇した。建退共制度電子申請方式を使用しない理由は、「証紙張付方式での対応に慣れているため」が最多で約8割となった。

（93.8）

（6.2）
（68.0）

（16.8）

（12.0）

（7.2）

（％）

11

（81.9）

（22.0）

（17.7）

（10.6）

（9.2）

（ｎ＝364）

（ｎ＝2,782）



52.9

49.1

33.3

27.4

26.4

15.2

9.6

5.5

11.3

0.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

働く高齢者の特性を考慮した作業管理

体力や健康状況に適合する業務の提供

安全衛生管理体制の確立

健診後の就業上の措置（労働時間短縮、配置転換、療養のた…

健診後の面接指導、保健指導

職場環境の改善等のメンタルヘルス対策

身体機能を補う設備・装置の導入

低体力者への体力維持・向上に向けた指導

特に取り組んでいるものはない

その他

高年齢労働者の安全衛生管理措置の取組

（複数回答可）

90.4

9.6

65歳以上の職員の雇用状況について

雇用している

雇用していない

70.2

33.1

10.7

4.4

2.4

10.6

1.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

継続雇用制度の導入

定年制の引上げ

定年制の廃止

業務委託契約の締結

事業主が実施する社会貢献等への従事

特に取り組んでいるものはない

その他

高年齢者雇用に向けての取組（複数回答可）

39.4

29.1

28.4

19.5

17.1

30.1

2.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

職員からの相談対応の体制整備

職場環境の評価及び改善

職員への研修、情報提供

メンタルヘルスケアの実務を担当する者の選任

管理監督者に対する教育・研修、情報提供

特に取り組んでいるものはない

その他

メンタルヘルスケアの取組（複数回答可）

働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果⑫

メンタルヘルスケアの取組について 「職員からの相談対応の体制整備」が最多の
39.4％となった。

テレワークの実施について 8割弱の企業で「テレワークを実施していない」と回答し
ている。実施している企業では「在宅勤務」が最多の
19.5％となった。

（42.2）

（31.2）

（29.9）

（16.3）

（19.4）

（3.3）

（29.5）

（％）

12

77.1

19.5

5.4

2.1

0.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

テレワークを実施していない

在宅勤務

モバイルワーク

サテライトオフィス勤務

その他

テレワークの実施状況

（複数回答可）

高年齢労働者の雇用の状況について 約9割の企業で65歳以上の職員を雇用し
ており、大半の企業が安全衛生管理措置
に取り組んでいる。

（11.9）

（88.1）

（71.2）

（32.9）
（13.3）

（5.3）

（3.7）

（9.5）

（1.9）

（60.0）

（55.2）

（35.8）

（30.8）

（25.4）

（16.4）

（10.2）

（4.9）

（9.2）

（0.4）



働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査結果⑬

意見・要望等

支援して欲しいこと、ご要望、ご意見について項目を
選んで、自由にご記入いただいた。最も記入の多
かったのは、「賃金の引き上げ」、次いで、「働き方改
革」となった。主な意見等を以下に紹介する。

働き方改革

・官公庁の工事だけではなく民間工事においても週休二日制が実現できるよう
に国土交通省で強力に働きかけてほしい。
・公共工事については官公庁で完全週休２日制に向けた呼びかけ等動きあるが、
民間工事（民間発注者）についても呼びかけ等していただきたい。
・働き方改革について(2+360運動)が本当に出来るかが疑問である。当社は下
請が主で、元請より特別条項を使ってでも720時間の時間外労働が望まれてい
る。2024年度からの時間外労働規制に不安がある。
・技術者・現場管理者については現在年俸制をとっている。会社勤務時間にと
らわれず、休みたいときには自由に休み、忙しいときには働き年間120日以上の
休みを取るように心がけるよう奨励をしている。

ＣＣＵＳ

・利便性、メリットなどの広報、PRが末端の中小企業まで伝わっていない。
・建設キャリアアップは規模の小さい企業としてはメリットを感じない。登録料等も
高く感じて、なかなか技能者全員の登録をする気になれない。（登録料、更新
料の見直しをしてほしい。）普及を目的とした経営審査や入札への関与は分かる
が、もう少しメリットを感じさせてほしい。
・CCUSに登録しているものの、運用に関する研修などが少なく全体が理解でき
ていないせいか、全ての現場において活用されなければ意味がないように感じ
る。
・登録が非常に時間と労力を要するので、その支援を希望する。
・CCUSのカードタッチなどは、小規模な現場では、その準備などは現場の技術
者が行わなければならないので、技術者の負担がさらに増すことが懸念される。

賃金の引き上げ

・若い技術者、技能者の確保の為、賃金引上げを行っていきたいので、労務単
価等の引き上げを御願いしたい。

女性の活躍促進

・女性が妊娠・出産の過程で妊娠初期の時期に現場作業などへ配置が難しい
と考えられるが、実際に事務作業への配置換え出来る部署がない。

高齢者雇用

・近年、経験を積んだ高齢者の雇用が重要になっている。若年者に関する支援
があるのと同様に、高齢者雇用に関しての支援（例えば通院や休暇に関する支
援）をお願いしたい。

外国人材の活用

・手続きの簡略化と申請から許可まででの時間短縮が必要。

13

68 

64 

48 

36 

35 

24 

0 10 20 30 40 50 60 70

賃金の引き上げについて

働き方改革について（２＋３６０運…

建設キャリアアップシステムについて

高齢者雇用について

女性の活躍促進について

外国人材の活用について

ご要望・ご意見（複数回答可）
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